
いつも物味湯産手形をご利用いただきまして、ありがとうございます。

政府または自治体からの緊急事態宣言発令に伴い、外出の自粛や施設の臨時休業対応等
のため、有効期限内にご利用いただけなかった「物味湯産手形」は、下記の通り有効期
限を延長してご利用可能とさせていただきます。

一般社団法人長野県観光機構

【お問い合わせ先】 〒380-8570 長野市大字南長野幅下692-2 長野県庁1階

（一社）長野県観光機構 販路・市場開拓部

物味湯産手形担当：☎ 026-234-7219（平日8:30～17:15)

発行日を、3ヶ月延長したものに交換いたします。

・対象 2020年度版発行月「2020年4月～2020年6月」

・期間 発行日から起算して「1年＋３ヶ月後同日の1日前」まで延長

・受付 2021年3月1日～2021年6月30日まで

手形保有者より、送料ご負担のうえ長野県観光機構へご送付ください。

利用済の施設を消し込み、繰越し処理をした「2020年度版物味湯産

手形」を送付させていただきます。（返送料は、長野県観光機構負担）

物味湯産手形をお持ちの
お客様へ ③


